
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央区葺合町字山郡地区法面対策工事 

 

 契約変更後の概要 

   高エネルギー吸収型崩壊土砂防護柵工 L=77.0m 

      法枠工 L=505.5㎡ 

   地山補強土工 L=43.3m 

      南側法面追加工事 一式 

 

契約変更の理由 

 

①ロープ伏工について事前調査を行った結果、土質状況や樹木の根の影響によって設計時に想定して

いたアンカーでは施工が困難であることが判明し、材料を変更する必要が生じたため増工となる。 

 

②本工事における起工測量、出来形管理について、請負業者からの ICT 活用提案により、三次元測量

を採用するため、増工となる。 

 

③工事請負契約約款第２４条第６項（単品スライド）に基づく協議の結果、高エネルギー吸収型崩壊

土砂防護柵工の材料費が増額となる。 

 

④その他、現地精査による数量の増減が生じる。 

 

以上 

 

 

 


